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指定特定・一般・障害児相談支援事業所運営法人の代表者  様  

障害福祉サービス事業所運営法人の代表者 様 

障害児通所支援事業所運営法人の代表者 様 

障害児入所支援事業所運営法人の代表者 様 

市町村障がい福祉主管課長 様 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長  

 

サービス管理責任者等研修（実践研修）の受講申込に係るＱ＆Ａについて 

 

 このことについて、下記のとおりＱ＆Ａを作成しましたので、申込の際の参考に願いま

す。 

 

記 

 

 

 

 

 

Ａ1)サービス管理責任者等研修（実践研修）の受講開始日前までに、６カ月以上、個別支

援計画等作成業務に従事する予定がある場合、受講申込は可能です。 

  この場合は、申込時に実施要項に記載する提出書類を提出し、サービス管理責任者等

研修（基礎研修）受講後の実務経験証明書（別紙様式１）に、「継続して個別支援計画作

成業務に従事する旨」を確約してください。 

  また、６カ月以上を満たした時点で速やかに、サービス管理責任者等研修（基礎研修）

受講後の実務経験証明書（別紙様式１）及び個別支援計画作成業務従事証明書（別紙様

式２）を提出してください。提出がない場合は受講することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県健康福祉部 

障害福祉課 地域生活支援係 

係長 野崎   担当 濱松 

TEL 058-272-1111（内線 3489） 

(Ｑ1）受講申込時点で、ＯＪＴ期間(例：６カ月)を満たしていないが受講申込は可能か。 


